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三次市体育施設（三次市吉舎Ｂ＆Ｇ海洋センター他１施設）指定管理者募集要項 

 

令和８年６月 三次市 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）及び三次市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する

条例（平成１６年三次市条例第２９９条）に基づき、公の施設である次に掲げる体育施設（三次市吉

舎Ｂ＆Ｇ海洋センター他１施設）の管理運営を指定管理者に行わせるため、次のとおり指定管理者の

募集を行います。 

 

１ 施設の概要 

⑴ 施設の名称    三次市吉舎Ｂ＆Ｇ海洋センター 

ア 施設の所在地  三次市吉舎町三玉５２２番地１ 

イ 開設年月日   昭和５７年６月 

ウ 主な施設内容  体育館（１１０２．２７５㎡） 

            屋外水泳プール２面（２５ｍ×６コース・幼児プール） 

 

⑵ 施設の名称    吉舎テニスコート 

ア 施設の所在地  三次市吉舎町三玉５２５番地１ 

  イ 開設年月日   昭和６０年４月 

  ウ 主な施設内容  人工芝コート２面 

            夜間照明施設９基 

 

２ 指定期間 

令和９年４月１日から令和１５年３月３１日までの６年間とする。 

 

３ 申請資格 

⑴ 法人又はその他の団体。（法人格の有無は問わない。） 

⑵ 法人又はその代表者が、次に該当しないこと。 

  ア 法律行為を行う能力を有しない者 

  イ 破産者で復権を得ない者 

  ウ 地方自治法施行令（昭和２５年政令第１６号）第１６７条の４第２項（同項を準用する場合

を含む。）の規定により、本市における一般競争入札等の参加を制限されている者 

  エ 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定による指定の取消しを受けたことがある者 

  オ 本市における指定管理者の指定手続において、その公正な手続を妨げた者又は公正な価格の

成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

  カ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第２条第

２項に規定する暴力団をいう。）及び暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含

む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制下にある団体 

  キ 次に該当する者 

   ① 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更正手続開始の申し立てが成されてい 

る者 

   ② 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定により再生手続開始の申し立てをしてい 

る者 

   ③ 商法（明治３２年法律第４８号）に基づき会社の整理の申し立てがなされている者又は会

社の整理の開始を命じられている者 
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ク 三次市税、国税に未納がある者 

⑶ 法人等の団体の人員の数、資産の額その他の経営の規模及び能力があること。 

⑷ 指定期間中、安全円滑に施設を管理運営できること。 

⑸ 施設の管理に必要な免許を有すること。ただし、外部に委託する場合は、委託先が資格及び免

許を有していること。 

⑹ 法人等の代表者及び役員が次に該当しないこと。 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９２条の２、第１４２条（地方自治法第１６６条第

２項及び第１６８条第７項において準用する場合を含む。）及び第１８０条の５第６項の規定によ

り兼業禁止されているもの。 

⑺ 事業計画書を三次市指定管理者選考委員会が開示することを承諾する。 

 

４ 全体スケジュール 

※ 内容 期間 

５ 募集要項の公表 令和８年６月２２日（月） 

６ 質問の受付【第１回目】 令和８年６月２２日（月）～７月６日（月） 

質問に対する回答 ～令和８年７月１３日（月） 

質問の受付【第２回目】 令和８年７月１７日（金）～７月２４日（金） 

質問に対する回答 ～令和８年７月３１日（金） 

７ 申請受付 令和８年６月２２日（月）～８月１０日（月） 

８ 指定管理者選考委員会による審査 令和８年９月上旬 

９ 審査結果の通知 令和８年９月下旬 

10 指定管理者の指定（市議会議決） 令和８年１２月 

11 協定締結 令和９年３月 

－ 業務開始 令和９年４月１日 

※本要項中の項目番号を表す 

 

５ 募集要項等の公表 

⑴  公表日  令和８年６月２２日（月） 

 ⑵ 公表場所 市ホームページ及び三次市総務部財産管理課窓口 

 ⑶ 取得方法 市ホームページからダウンロードすること。 

 

６ 質問の受付 

 募集要項の内容等に関して質問がある場合には、「様式第５号：質問書」を提出すること。質問

の回答は市ホームページへ掲載（質問者名は無記載）とし、個別には回答しないものとする。ただ

し、他者の提案内容や審査員の氏名等、選考の公平性を損なう恐れのある質問には回答しない。 

⑴ 受付期間  

  【第１回目】 

・令和８年６月２２日（月）から令和８年７月６日（月）までの９時００分から１７時００

分まで 

・回答は、市ホームページに令和８年７月１３日（月）までに掲載予定 

【第２回目】 

・令和８年７月１７日（金）から令和８年７月２４日（金）までの９時００分から１７時０

０分まで 

・回答は、市ホームページに令和８年７月３１日（金）までに掲載予定 
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⑵ 提出方法 

郵送、ファックス、電子メール又は窓口への持参により受け付ける。電話又は口頭による質

問は、仕様や審査内容に関係しない軽易なものを除き、不可とする。 

⑶ 提出先 

郵   送 〒７２８－８５０１ 

      広島県三次市十日市中二丁目８番１号 

      三次市地域共創部共生社会推進課 宛 

ファックス ０８２４－６２－６２３５ 

電子メール sports@city.miyoshi.hiroshima.jp 

 

７ 申請受付 

⑴  提出書類 

ア 指定申請書（様式第１号） 

イ 指定管理料提案額（提案額様式） 

ウ 事業計画書 

①  団体の概要 

②  管理及び運営に関する基本方針 

③ 指定期間内の管理運営業務の実施計画 

※施設の効用を最大限発揮した事業提案を提案すること。 

④ 管理及び運営に関する組織体制 

⑤ 収支計画 

⑥ その他 

※事業計画書の各項目で記入しきれない場合は別紙添付資料可 

エ 団体に関する書類 

①  定款、寄附行為、その他これらに準ずる書類 

②  法人にあっては、当該法人の登記事項証明書（提出前３か月以内に取得したもの） 

③  申請書を提出する日の属する事業年度の前年度（令和７年度）の申請者に関する事業報

告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録その他経営の状況を明らかにする書類 

④  申請書を提出する日の属する事業年度（令和８年度）の申請者に関する事業計画書及び

収支予算書 

⑤  法人等又はその代表者が、申請資格を持たない者に該当しない旨の申立書（申立書様式） 

オ その他必要と認める書類 

①  ３か月以内に発行された本社所在地の市町村発行の市町村税完納証明書、消費税及び地

方消費税の納税証明書（納税義務者でない場合「未納がないことの証明書」） 

②  法人以外の団体にあっては、団体の規約、構成員名簿 

⑵  提出部数 

正本（紙ベース）１部、副本（紙ベース）３部、電子データ（ＣＤ又はＤＶＤの記録媒体によ

るＰＤＦデータ）１部 

※正本及び副本は全てＡ４版とし、１部ずつＡ４版紙製のフラットファイルに綴じて提出するこ

と。 

※電子データは「８ 申請受付⑴ 提出書類」に記載の書類毎に分けて保存することとし、各デ

ータのタイトルは次のとおりとすること。 

ア 指定申請書 

イ 指定管理料提案額 

ウ 事業計画書 
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エ－① 定款等 

エ－② 登記事項証明書 

エ－③ 令和７年度事業報告書等 

エ－④ 令和８年度事業計画書等 

エ－⑤ 申立書 

オ－① 市町村税完納証明書等 

オ－② 団体の規約等 

⑶ 提出書類の受付、問合せ先 

ア 受付期間 

令和８年６月２２日（月）から令和８年８月１０日（月）まで 

（土・日曜日及び祝日を除く）９時００分から１７時００分まで（必着） 

イ 受付場所（提出先） 

〒７２８－８５０１ 

広島県三次市十日市中二丁目８番１号 

三次市地域共創部共生社会推進課（市役所東館３階） 

電   話 ０８２４－６２－６５５３ 

ファックス ０８２４－６２－６２３５ 

電子メール sports@city.miyoshi.hiroshima.jp 

ウ 提出方法 

  持参又は郵送 

  ※郵送の場合は一般書留又は簡易書留によることとし、封筒表面に「三次市体育施設（三次

市吉舎Ｂ＆Ｇ海洋センター他２施設）指定管理者募集申請書類在中」と明記すること。 

  ※郵便事故等については申請者のリスク負担とする。 

  ※持参の場合、提出時には書類を受領するのみとし、説明や質問等は受け付けない。 

エ その他 

次に該当することとなった場合、提出書類を受理した申請者についても、選考対象から除外

する。 

① 本要項並びに仕様書に定める要件を満たさない場合、もしくは本要項に違反し又は著しく

逸脱した場合（申請日以後の行為等によるものを含む。） 

② 提出書類等の提出期限を経過してから必要な書類が提出された場合又は提出期限までに必

要な書類が提出されなかった場合 

③ その他、選考委員会の委員長が不正行為と認める行為があった場合 

⑷ 留意事項 

ア 開示の承諾 

三次市指定管理者選考委員会設置要綱第８条により、審査に伴い「８ 申請受付 ⑴ 提出

書類」中の「ウ 事業計画書」を三次市指定管理者選考委員会が選考委員以外の者へ開示する

ことを承諾すること。ただし、広く公開するものではない。 

イ 提案内容の変更の禁止 

提出された書類の内容を変更することはできない。 

ウ 虚偽の記載をした場合の無効 

提出書類に虚偽の記載があった場合は、失格とする。 

エ 重複提案の禁止 

一団体につき、提案は一提案とする。 

オ 接触の禁止 

公募開始後、審査に当たる選考委員会の委員及び関係者との本件提案についての接触を禁じ
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る。接触の事実が認められた場合には、失格となることがある。 

カ 提出書類の取扱い 

提出書類は、理由の如何を問わず返却しない。 

キ 経費負担 

申請に関して必要となる経費は、申請者で負担すること。 

ク 著作権の帰属 

事業計画書等提出書類の著作権は、申請者に帰属するものとする。ただし、市は指定管理者

の決定等において必要と認めるときは、提出書類の全部又は一部を無償で使用できるものとす

る 

 

８ 指定管理者選考委員会による審査 

⑴  審査方法 

三次市指定管理者選考委員会設置要綱に基づき選考委員会を開催し、審査基準に基づいて提案

書類の審査を行う。選考委員会中の申請者によるプレゼンテーションやヒアリングは実施しない。

また、選考委員会は非公開とする。 

⑵ 審査基準 

ア 管理運営の基本方針と実績 

団体の理念・運営方針や施設の設置目的と事業内容の整合性、管理実績や環境保護、地域貢

献への姿勢等について 

イ 管理運営計画 

公平な施設運営や利用者サービスの向上、利用促進への取組、施設維持管理水準の妥当性、

防犯、防災等について 

ウ 組織体制・財政基盤 

適切な収支計画の策定や財務内容、必要な人員の確保、適切な職員配置と研修計画等につい

て 

エ 経費的な効果 

指定管理料提案額が、経費の縮減を図れるものとなっているかについて 

⑵  審査時期 令和８年９月上旬予定 

 

９ 審査結果の通知 

⑴  通知日 

  令和８年９月下旬予定 

 ⑵ 通知方法 

   申請者全員に審査結果を通知する。 

⑶ 結果公表 

  審査結果は指定管理者候補者に選定された申請者の名称及び各申請者の得点を市ホームページ

にて公表する。選定された申請者以外の申請者の名称については、匿名として取り扱うものとす

る。 

⑷ その他 

  「⑵」の指定管理者の結果通知後、当該候補者を指定管理者に選定することができなくなった

場合、又は著しく不適当と認められる事情が生じた場合は、当該候補者以外の申請者を新たな候

補者として選定する場合がある。 

 

10 指定管理者の指定 

  地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、三次市議会での議決（令和８年１２月予定）
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により、候補者が指定管理者に指定される。なお、三次市議会で指定管理者を指定する議案が議決

されなかった場合又は否決された場合、候補者が本件に関して支出した費用について、本市は負担

又は補償しない。 

 

11 協定の締結 

  三次市議会での議決を経て指定管理者として指定された後に、円滑な事務事業の移行のため指定

期間中の指定管理の具体的な内容について、当該指定管理者と市は協議を行い、協定書を締結する。

（令和９年３月予定） 

 

12 業務の範囲及び具体的事項 

⑴  業務内容 

指定管理者の行う主な業務は次のとおりとし、業務の詳細は、仕様書のとおりとする。 

ア 統括管理業務 

イ 施設の運営に関する業務 

ウ 施設及び設備の利用許可に関する業務 

エ 施設及び設備等の維持管理に関する業務 

オ 利用料金の設定及び徴収に関する業務 

カ 施設における事業の計画及び実施に関する業務 

キ 上記業務に付随する業務 

⑵ 自主事業の実施 

  指定管理者は、事前に市の承認を得て、施設を活用し自主事業を実施することができる。 

⑶ 法令の遵守 

上記のほか、指定管理、施設の管理運営等に必要な法規を遵守する必要がある。 

ア 地方自治法 

イ 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）及び労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号） 

ウ 三次市Ｂ＆Ｇ海洋センター設置及び管理条例（平成１６年三次市条例第１３１号） 

  エ 三次市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例及び三次市公の施設における 

   指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則（平成１６年三次市規則第２１９号） 

オ その他管理業務に適用される法令等 

 

13 指定管理料 

申請者は、指定管理料の額を提案する。 

⑴  経費の支払 

会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）ごとに支払う。なお、支払時期や方法は協定で

定める。 

指定期間中の管理費用として、市が負担する額の年度ごとの上限額（消費税及び地方消費税相

当額を含む。）は、７，７３５，０００円とする。 

⑵  市が支払う経費 

基本的に当該施設の管理運営経費から利用料金相当分を差引いた額を支払うものとし、年度ご

との額は協定で定める。 

 

14 利用料金に関する事項 

⑴  利用料金制の採用 

地方自治法第２４４条の２第８項に定める利用料金制を採用する。 

⑵  利用料金の額 
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条例に定める金額の範囲内において、指定管理者が三次市の承認を受けて決定する。ただし、

条例に定める金額よりも指定管理者が安価に決定した場合、市はその補填は行わない。 

⑶ 利用料金の減免は、三次市Ｂ＆Ｇ海洋センター設置及び管理条例第１１条の規定に基づき、指

定管理者において行う。ただし、減免を行った場合の減収分について、市はその補填は行わない。 

⑷ 「負担の公平性・公正性」を確保するため、使用者負担を原則とし、応分の利用料金を徴する

ものとする。 

 

15 特記事項 

⑴ 災害発生時における避難所等運営 

当該施設を避難所として利用する場合、避難所等の運営の役割分担及び費用負担については、

別途協議するものとする。 

⑵ 市と指定管理者との連携 

市と指定管理者との間で、施設設置目的に応じた市民サービスの向上、効率的な管理運営につ

いて協議する機会を設け、年度内で最低２回は実施する等、市と指定管理者との連携を図る。 

⑶ リスク分担 

詳細は、協定において定めることとするが、次の事項を参考に、基本的な負担区分を可能な限

り協定で定める。 

リスクの種類 リスクの内容 
指定 

管理者 
三次市 

分担 

（協議） 

申請 
申請に係る費用負担 ○   

郵便事故 ○   

市議会での否決 
市議会にて指定管理者を指定する議案が議決さ

れないことによる費用負担 
○   

協定不成立 
指定管理者の帰責事由による協定不成立又は協

定締結に時間を要する場合の費用負担 
○   

事業開始準備 
基本協定書締結から指定期間開始期における準

備・引継ぎに係る費用負担 
○   

法令等の変更 

本事業（ただし、指定管理者が行う自主事業を

除く）に影響を及ぼす法制度の新設・変更によ

るもの 

  ○ 

税制度変更 

消費税（地方消費税を含む）率の変更  ○  

法人税・法人市民税率の変更 ○   

事業所税率等の変更 ○   

上記以外の場合で管理運営に影響するもの   ○ 

物価変動 
収支計画に多大な影響を与えるもの  ○  

上記以外の場合 ○   

賃金水準 賃金水準の上昇による人件費の増加   ○ 

金利変動 金利変動に伴う費用負担 ○   

不可抗力 天災等に伴う管理運営の中断   ○ 

管理施設の利用不

能等による減収 

指定管理者の帰責事由による減収 ○   

指定管理者の事業放棄や破綻による減収 ○   

市の指示による閉館等に伴う減収  ○  

上記以外の場合   ○ 
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資金調達 

市の支払遅延や不能により影響する費用負担

（市→指定管理者） 
 ○  

上記以外の場合 ○   

施設競合 他施設との競合による利用者減や収入減 ○   

需要変動 

当初の需要見込みと実施結果との差異による収

入減 
○   

大規模な外的要因による収入減   ○ 

利用料金未収 利用料金の未収による収入減 ○   

利用料金減免 利用料金の減免承認による収入減 ○   

利用許可 施設・設備の利用許可 ○   

目的外使用 施設・設備の目的外使用許可  ○  

施設管理 
施設・設備・備品の保守点検（法定点検及び日

常補修を含む） 
○   

施設の増改築等 施設・設備の増改築、更新の実施   ○ 

施設・設備の修繕 

指定管理者の故意又は重大な過失による修繕 ○   

指定管理者が設置した設備等の修繕 ○   

軽微な修繕（経年劣化を含む） ○   

計画修繕及び大規模修繕（指定管理者に責めが

ある場合を除く。） 
 ○  

収益施設における備品修繕 ○   

天災等に伴うもので、市で加入する建物の火災

保険にて対応すべき修繕 
 ○  

事故・火災等による

対応 

指定管理者の帰責事由による対応 ○   

第三者によるものであり行為者が不明な場合   ○ 

大規模災害時の対

応 

施設を避難所として利用する場合の役割分担   ○ 

施設を避難所として利用する場合の費用負担   ○ 

業務内容の変更 
市の指示に伴う業務内容変更による費用負担  ○  

指定管理者の帰責事由による費用負担 ○   

自主事業リスク 指定管理者が行う自主事業等の実施に伴うもの ○   

利用者トラブル 

利用者からの苦情、利用者間のトラブル等の対

応 
○   

市の施策・方針に関するものの対応  ○  

利用者への賠償 指定管理者の帰責事由があるもの ○   
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市に帰責事由があるもの  ○  

上記以外の場合   ○ 

第三者賠償 

指定管理者の帰責事由により周辺住民等に損害

を与えたもの 
○   

上記以外の場合   ○ 

建物の火災保険加

入 
施設・設備に係る保険加入  ○  

施設管理の賠償責

任保険加入 
利用者等に係る保険加入 ○   

包括的管理責任 管理運営の包括的管理責任 ○   

債務不履行 

市において協定内容の不履行があった場合の損

害 
 ○  

指定管理者の業務及び協定内容の不履行があっ

た場合の損害 
○   

情報管理 指定管理者の帰責事由による情報漏洩 ○   

指定の取消 

指定管理者の指定の取り消し、又は期間を定め

て管理の業務の全部又は一部の停止における費

用負担 

○   

事業終了・引継ぎ 
事業終了後の原状復帰、業務引継ぎに関する費

用負担 
○   

⑷ 賠償責任と保険の加入 

  指定管理者は自らのリスクに対応して、適切範囲で保険に加入すること。なお、本市が管理施

設に対して加入している保険は次のとおり。（内容は令和８年度現在） 

 ア 建物総合損害共済（全国市有物件災害共済会） 

 イ 市民総合賠償補償保険（全国市長会） 

   ①賠償責任保険の内容 

   【身体賠償】 

    １名につき限度額２億円 

    １事故につき限度額２０億円 

   【財物賠償】 

    １事故につき限度額２、０００万円 

   ②補償保険の内容 

   【死亡】 

    １名につき５００万円 

   【後遺障害】 

    最高５００万円 

   【入院】 

    入院日数により１万円～１５万円 

   【通院】 

   通院日数により５千円～６万円 

⑸ 余剰金の取扱 

余剰金が生じる主な原因は、利用料金の増加等である。余剰金については、毎年度の覚書で「返
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納又は翌年度の指定管理料から減算することができる」ことを規定するが、詳細については、別

途協議することとする。 

また、指定管理者の経営努力によって維持管理経費を削減し余剰金が生じた場合や、施設を活

用した自主事業に伴う収益については、上記余剰金の対象外とすることができる。ただし、事業

所税の課税上は収益事業として扱われ、一定の条件下で課税所得となる可能性があるため適切に

税法上の処理を行うこと。 

⑹ 建物の日常的な維持管理 

施設及び設備の長寿命化に向け、市が定める、施設及び設備の点検及び日常管理に係るマニュ

アル「建物の日常的な維持管理の手引き」に基づき、適切な維持管理に取り組むものとする。 

⑺ 利用者等のニーズや満足度、意見等の把握と業務への反映等 

指定管理者は、利用者からサービス内容等についてニーズ調査を行い、その結果に基づき指定

管理者としての改善策を実施すること。 

⑻ 調達及び雇用 

業務委託や修繕、物品の調達等を行う場合は、原則、市内業者を優先するよう努めること。ま

た、職員の雇用についても、地元雇用について配慮すること。 

⑼ 消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）への対応 

 原則として適格請求書（インボイス）の発行事業者の登録を行うこと。また、利用料金等の収

受に際し、登録番号、適用税率、消費税等を記載したインボイスの利用者への発行や発行したイ

ンボイスの保存等の事務等、適切な対応を行うこと。ただし、当該施設の業務が消費税課税取引

に該当しない場合又は当該施設の特性上、利用者がインボイスを必要としない消費者や免税事業

者、簡易課税制度適用事業者のみに限られることが明確な場合はこの限りでない。 

 消費税の適格請求書等（インボイス制度）の詳細は、国税庁ホームページの「インボイス制度」

を参照すること。 

 

16 その他 

 ⑴ 協定締結前の取り扱い 

指定管理者の候補者が協定締結までに次の事項に該当することになったときには、選定を取消

し、協定を締結しない場合がある。 

ア 資金事情の悪化等により、業務の履行が確実でないと認められるとき。 

イ 著しく社会的信用を損なう行為等により、指定管理者としてふさわしくないと認められると

き。 

⑵ 協定締結前の準備 

指定管理者の候補者は、自己の責任において、令和９年４月１日から円滑に施設の管理運営に

係る業務が遂行できるように、人的及び物的体制を整えるものとする。 

 ⑶ 施設の管理運営の引継ぎ 

   候補者選定後、随時行うものとする。また、指定期間前に現在の指定管理者が受け付けた指定

期間以降の施設予約は、指定管理者の変更による利用者等の不利益が発生しないよう、業務の円

滑な接続への協力をすること。 

⑷ 利用許可申請受付の開始 

  指定管理者による利用許可申請の受付は、指定期間の始期以降に実施するものとする。 

⑸ 事業実績報告 

指定期間中、市は指定管理者に次の事業報告等を求める。また、市は指定管理者に対し、定期

又は臨時に、管理業務に係る業務内容及び経理の状況に関する報告を求め、実地に調査し又は必

要な指示をすることができるものとする。 

ア 各年度の業務報告及び毎月の利用状況等 
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イ 「ア」のほか、必要に応じて市が求める業務報告 

⑹ 管理運営の継続が困難となった場合における措置 

ア 指定管理者の責めに帰すべき理由により、三次市体育施設（三次市吉舎Ｂ＆Ｇ海洋センター

他１施設）の適正な管理運営が困難になった場合等、当該指定管理者による管理を継続するこ

とが適当でないと認められるときは、市は、その指定を取り消すことができる。また、このこ

とにより、指定管理者に損失が生じても、市はその責めを負わない。 

イ 不可抗力その他市又は指定管理者の責めに帰すことができない事由により三次市体育施設

（三次市吉舎Ｂ＆Ｇ海洋センター他１施設）の管理運営が困難となった場合は、市と指定管理

者は、施設運営の可否等について協議するものとする。 

⑺ 損害賠償責任 

指定管理者は、故意又は過失により、三次市体育施設（三次市吉舎Ｂ＆Ｇ海洋センター他１施

設）若しくはその設備を損傷し又は滅失したときは、直ちにこれを原状に回復し、その損害を賠

償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を

免除することができる。 

⑻ 管理運営業務の処理体制に関する事項 

ア 指定管理者は、三次市体育施設（三次市吉舎Ｂ＆Ｇ海洋センター他１施設）の管理運営業務

に従事する職員（以下「職員」という。）を適正に配置するほか、管理運営業務の処理に必要な

体制を整備しなければならない。 

イ 指定管理者は、職員に対して管理運営業務の遂行に必要な研修を実施すること。特に、防犯

対策、防災対策等の利用者の安全の確保については、十分に職員を指導し、訓練すること。 

ウ 指定管理者は、管理運営業務の処理に関して事故（人身事故、施設等の破損事故等をいう。）

が生じたときは、直ちに市に報告し、その処理方法について市と協議しなければならない。 

エ 指定管理者及びその職員は、管理運営業務の処理において知り得た市の行政上の事項及び管

理運営業務の処理に関する事項を第三者に漏らしてはならない。指定の終了後も、同様とする。 

 


